
参考資料（第７０号議案：財政課） 

ふじみ野市手数料条例新旧対照表 

改正案 現行 

(手数料の減免) (手数料の減免) 

第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は、手数料を免除する。 第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は、手数料を免除する。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 官公署から請求又は申請があった場合(別表40の項から57の項ま

でに規定する事務に係るものを除く。) 

(3) 官公署から請求又は申請があった場合(別表40の項から55の項ま

でに規定する事務に係るものを除く。) 

(4)・(5) （略） (4)・(5) （略） 

2 （略） 2 （略） 

3 別表40の項から57の項までに規定する事務に係る申請等があった場

合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該手数料を減

額し、又は免除する。 

3 別表40の項から55の項までに規定する事務に係る申請等があった場

合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該手数料を減

額し、又は免除する。 

(1) 公益上必要があると認めた場合 (1) 公益上必要があると認めた場合 

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めた場合 (2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めた場合 

別表 (第2条、第5条、第8条関係) 別表(第2条、第5条、第8条関係) 

項 手数料を徴収する事務 単位 手数料の金額 

（略） （略） （略） （略） 

55 建築基準法第86条の8第3項の規定

に基づく全体計画の変更の認定 

1件につき 27,000円 

56 建築基準法第87条の2第1項の規定

に基づく用途の変更に伴う工事に係

る全体計画の認定 

1件につき 27,000円 

57 建築基準法第87条の3第5項の規定1件につき 120,000円 

項 手数料を徴収する事務 単位 手数料の金額 

（略） （略） （略） （略） 

55 建築基準法第86条の8第3項の規定

に基づく全体計画の変更の認定 

1件につき 27,000円 

 

 

 

   

    



に基づく用途を変更して興行場等と

する建築物の使用に係る許可 

58～68 （略） （略） （略）  

 

 

56～66 （略） （略） （略）    

 


